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かんがい排水用電力料金表 

（高圧で供給を受ける場合） 

【基本料金および電力量料金】 

当社のかんがい排水用電力（選択供給条件）６（料金）(１)イの基本料金お

よび６（料金）(２)の電力量料金は以下のとおりといたします。 

なお，かんがい排水用電力（選択供給条件）附則２（市場価格調整および

燃料費調整についての特別措置）(１)により市場価格調整額の差引きまたは

加算が適用されるまでの間はＡ表を，その他の場合はＢ表を適用いたします。 

１ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

Ａ表，Ｂ表共通 

契約電力１キロワットにつき ５９１円７８銭

２ 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定することとし，夏

季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力量に

はその他季料金をそれぞれ適用いたします。 

Ａ表 

 夏 季 料 金 そ の 他 季 料 金 

１キロワット時につき １１円４２銭 １０円６７銭

Ｂ表 

 夏 季 料 金 そ の 他 季 料 金 

１キロワット時につき １３円８９銭 １３円１４銭

2024年４月１日実施 
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【実 施 期 日】

このかんがい排水用電力料金表は，2024年４月１日から実施いたします。 

【料 金 表 の 変 更】

１ 当社は，かんがい排水用電力（選択供給条件）２（選択供給条件の変

更）にもとづき，このかんがい排水用電力料金表を変更することがありま

す。 

２ １の場合には，契約期間中であっても，かんがい排水用電力の基本料

金および電力量料金は，変更後のかんがい排水用電力料金表によります。 

【この料金表の実施にともなう切替措置】 

この料金表実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっては，標

準供給条件23（料金の算定）および24（日割計算）に準じて日割計算を行

ない，料金を算定いたします。 


